
栗山町に中古住宅を取得し移住される

若者・子育て世帯を支援します！

最高３０万円まで住宅リフォーム助成

町外に居住する４０歳未満の方、もしくは中学生以下の子と同居されている方が、栗山町内で中古住宅を取得し、

移住される場合に住宅リフォームに係る費用の一部を助成します。

事業概要

①栗山町外に居住されている方が、栗山町内に移住目的で中古住宅を取得し、その住宅をリフォームして令和5年

3月31日までに住民登録をされた方。

②住民登録をされた日（転入日）において、住宅を取得しリフォームされた方の年齢が40歳未満、もしくは申請時に

おいて中学生以下の子と同居されている方。

③リフォームした住宅に５年以上居住する見込みの方。（５年未満で当該住宅に居住しなくなった場合などは返還と

なる場合があります）

④住民登録をされた日（転入日）前3年間において、栗山町に居住されていない方。

⑤リフォームした住宅に居住される方全員が税金等の滞納がない方。

助成対象者

①栗山町内に所在する自己の居住する家屋で、居住用床面積が50平方メートル以上の建物。

店舗や事務所等がある併用住宅の場合は、床面積の２分の１以上が居住用で、かつ50平方メートル以上の面

積がある建物。

助成対象住宅

リフォーム工事費用（税抜き）の３０％以内で上限が３０万円

※なお、中古住宅の取得において、栗山町移住促進事業（中古住宅取得費用助成事業）の要件に該当する場

合は、当該助成も申請により受けられます。

※また、他の補助事業等に該当する場合で、補助金等の交付を受けたときは、当該対象工事費を除外して、助

成金の計算を行います。

助成額

■栗山町若者移住促進事業（中古住宅リフォーム助成事業）の概要■

①取得した中古住宅の増築・改築・修繕・模様替えに係る工事や建築設備に係る工事。

②工事費用（税抜き）が５０万円以上の工事。

③町内事業者で建設業の許可を受けている事業者が実施した工事。

④交付申請年度と同一年度内に完了する工事。

※転入後にリフォーム工事を実施する場合は、転入日から１年以内に完了する工事。

助成対象工事



※１【提出書類】・・・交付申請書・誓約書・同意書・住宅購入契約書の写し、リフォーム工事契約書の写し、リフォーム
　　　　　　　　　　　　 工事内訳書、リフォーム工事内容がわかる図面、施工業者建設業登録・法人登録の写し、工事
　　　　　　　　　　　　 着工前写真、登記事項証明書の写し（又は町の税務課に提出し「建物所有者異動届(未登記建
　　　　　　　　　　　　 物用)」の写し(収受印のあるもの)）、住宅に居住する者全員の住民票の写し

※２【提出書類】・・・完了報告兼請求、リフォーム工事費用の領収書の写し、工事完了後の写真

申請者

１
年
以
内

中古住宅の購入契約の締結・(相続・贈与）

住宅の取得（引渡）

中古住宅のリフォーム工事契約の締結

居住(住民登録) 転入日

助成金交付申請

交付決定

リフォーム工事着手

リフォーム工事完了

助成金の受領

交付額確定

完了報告兼請求

中古住宅の購入契約の締結・(相続・贈与）

住宅の取得（引渡）

中古住宅のリフォーム工事契約の締結

居住(住民登録) 転入日

助成金交付申請

交付決定

リフォーム工事着手

リフォーム工事完了

１
年
以
内

完了報告兼請求

交付額確定

助成金の受領

申請から交付までの流れ

リフォーム工事完了→転入 転入→リフォーム工事完了

１
年
以
内


